
参・文教科学委員会
対法務当局（法制部）

令和元年5月23日 （木）
江島潔議員（自民）
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〔法務省における検討の経過〕

法務省では，在学中受験資格の導入について，昨年7月

以降，文部科学省による法科大学院改革の進ちょく等を健

まえつつ，在学中受験資格導入を含む1司法試験制度の見

直しに関する検討を進めてきたところ。

その検討のプロセスについては， そもそも， 司法試験制

度の見直しに当たって，特定の審議会での議論を経ること

は予定されていないところ，今回の見直しでも同様であり，

他に，意見調整のための適当な検討枠組みも設けられてい

なかった。

〔検討プロセスとして適切〕

そこで，法務省としては，法科大学院制度を所管する文

部科学省や司法修習を所管する最高裁判所との協議のほか，

法曹養成の運営に深く関わる法科大学院協会及び日本弁護

士連合会と様々な意見交換を行いながら，慎重に検討を進

めて方針を決定した。

その手続は， これまでの取扱いと異なるところはなく，

検討のプロセスとして適切なものと考えている。

〔今後の検討について〕

もっとも，在学中受験資格の導入は，法科大学院教育に

大きな影響を及ぼすものであるから，改正法案の成立後，法

務省が設置する会議体において，関係省庁はもとより，大学
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関係者や法曹関係者等により，司法試験の在り方についてし

つかりと検討を進めていくことを予定しており， 中央教育審

議会においても，今後，法科大学院のカリキュラムの在り方

について，必要な検討がされていくものと承知している。
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〔法科大学院協会及び日弁連と意見交換してきたこと〕

（先ほど申し上げたとおり， ）法務省としては，在学中受

験資格の導入について，文部科学省や最高裁判所との協議の

ほか，法科大学院協会及び日本弁護士連合会と様々な意見交

換を行いなが ら，慎重に検討を進めて方針を決定したもので

ある。

これは，法科大学院協会及び日本弁護士連合会が，現在

の法曹養成プロセスの担い手として， 司法試験制度の見直し

に強い利害関係を有すると同時に，法曹養成制度の在り方を

検討するに当たって，最も的確な意見集約を図ることができ

る団体であることから， 日本弁護士連合会や法科大学院協会

と意見調整を行うことが必要かつ相当と考えたことによるも

のである。

したがって，在学中受験資格の導入にあたって，一部の

関係者からしか意見聴取を行っていないという指摘は当たら

ず，検討のプロセスに暇疵があるとは考えていない。

〔その他の団体の意見も聞いていること〕

その上で，法務省としては， 日本弁護士連合会や法科大

学院協会のみならず，複数の学会や弁護士関係団体， その他

の関係団体等からも，様々な形で幅広く意見を聞き， これら

の意見をも総合的に考慮した上で慎重に検討を進めてきたも

のである （注)。

1



(注）具体的には， 日本経済法学会や臨床法学教育学会等の各学会，

弁護士知財ネットや全国倒産処理弁護士ネットワークといった弁護

士関係団体のほか，民主主義科学者協会法律部会， ロースクールと

法曹の未来を創る会等の各種関係団体などから多数の意見表明があ

った。

(参考）法学部生アンケート結果（平成30年実施）によれば，法曹

を志望・選択肢の一つとしている学生の不安や迷いとして

「司法試験に合格できるかわからない」 （62． 1％)， 「自分に

適性があるか分からない」 （44． 5％）のほか，

「法科大学院修了までの経済的な負担が大きい」 （26． 5％）

「法科大学院修了までの時間的負担が大きい」 （23． 2％）

が挙げられている。

法学部に在籍する学生に対する法曹志望に関するアン(参考資料1 ）法学部に在籍する学生に対する法曹泄

ケート調査結果メモ（公表準備中）

(参考資料2）法曹養成制度改革推進会議決定（抜粋）

2



江島潔議員2問参考資料1

法学部に在籍する学生に対する法曹志望に関するアンケート調査結果メモ（公表準備中）

実施主体：法務省・文部科学省

調査対象:平成31年度以降,入学者の募集を継続する法科大学院を設置する36大学の法学部に

在籍する学生 1年生～4年生

調査実施期間：平成30年lO月l5日～ll月30日

有効回答数：6739人

現在志望・選択肢の1つとして考えている学生の不安や迷い（上位3つまで選択）

①司法試験に合格できるか， 自分の能力に自信がない 合計907人／62. 1％

②自分に法曹等としての適性があるか分からない合計650人／44.5％

③他の進路（例えば，国家公務員，民間企業や研究職等）にも魅力を感じている

合計592人／40.5％

④大学卒業後法科大学院修了までの経済的な負担が大きい合計387人／26.5％

⑤法科大学院修了者の司法試験合格率が全体として低く，法科大学院に進学しても司法試験に

合格できるか不安である合計366人/25. 1%

⑥大学卒業後法科大学院修了までに2～3年の期間を要し，時間的負担が大きい

合計338人／23.2％

⑦司法試験の受験資格を得るまでに複数の試験を受けなければならず，負担が大きい

合計328人／22.5％

⑧司法試験に合格できても，就職できるか分からない合計188人/12.9%

⑨民間企業の就職状況が良いので，民間企業に就職せずに法曹等を目指すことに迷いがある

合計166人/ll.4%

⑩司法試験に合格できても，就職後の収入面に不安がある合計143人/9.8%

⑪司法修習期間中の生計面に不安がある合計lOl人/6.9%

⑫保謹者等の周囲の者が法曹等を志望することに反対している合計38人／2.6％

⑬その他合計18人/1.2%

⑭選択なし 0人／－
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江島潔議員 2問参考資料2

法曹養成制度改革推進会議決定（抜粋）

(3) 経済的・時間的負担の軽減

○文部科学省は、経済的負担の軽減に向けて、意欲と能力のある学生が経済状況

にかかｵ)らず進学等の機会を得らｵ1,るよう、平成28年1月からの社会保障・税番

号制度（マイナンバー制度）の導入を前提に、平成29年度以降の大学等進学者を

対象に、返還月額が卒業後の所得に連動する、 より柔軟な所得連動返還型奨学金

制度の導入に向けた対応を加速するとともに、総務省と連携して地方公共団体と

地元産業界が協力して地元に就職する学生の奨学金返還支援のための基金の造成

に対する支援及び優先枠（地方創生枠）を設けて無利子奨学金の貸与を行うなど

奨学金制度や、授業料減免制度など、給付型支援を含めた経済的支援の充実を推

進する、

○文部科学省は、質の確保を前提として、学校教育法上定められた大学院への早

期卒業・飛び入学制度を活用して優秀な学生が学部段階で3年間在学した後に法

科大学院の2年の既修者コースに進学できる仕組みの確立及び充実を推進する。

○文部科学省は、地理的・時間的制約がある地方在住者や社会人等に対するIC

T(情報通信技術）を活用した法科大学院教育の実施について、平成28年度まで

の間に実証的な調査研究を行い、その結果を踏まえ、平成30年度を目途に、法科

大学院における本格的な普及を促進する。
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3問在学中受験を行わない者にとって，かえってギャ
ップターム（法科大学院課程の修了から司法修習開
始までの期間）が長くなるのではないかと考える
が， この点の見解を法務当局に問う。

〔修了資格者について負担が増加するのは不可避〕

（司法試験の実施時期は，今後設置予定の会議体での議

論を踏まえ，最終的には司法試験委員会において， 司法修

習の開始時期等の日程は最終的には最高裁半|｣所において定

められる事項であり， ）現時点で，今回の法案を踏まえた司

法試験の実施時期や司法修習の開始時期がどうなるかは決

まっていないが，仮に， 司法修習の開始時期が法科大学院

課程の修了直後になるとすると，法科大学院修了後あるい

は予備試験合格後に司法試験を受験して合格した者にとっ

ては，現行制度との比較において，法科大学院課程の修了

から司法修習開始までの期間が3～4か月程度長くなる結

果になること （注1 ， 2）は確かである。

しかしながら， この点については，法科大学院教育の充

実を前提に，法科大学院在学中受験資格を導入し，法曹志

望者の時間的・経済的負担を最大限軽減することにより，

多くの学生が在学中受験が可能となる制度設計に不可避的

に生じるものであり，全体としての制度設計は合理的なも

のと考えている。

（司法修習開始時期が法科大学院課程の修了直後になると

すると， 司法修習修了後の法曹資格の取得時期が，年度初

めの社会における就職動向にも合致することにもなる｡）

〔結論一負担軽減に向けた必要な取組を進める〕

いずれにしても，法改正が実現した後の司法試験の実施
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時期， 司法修習の開始時期を含む新たな法曹養成制度の運

用については，文部科学省，最高裁判所など関係機関と十

分に協議して対応してまいりたい。

特に，関係者の関心が高い司法試験の実施時期を含めた

司法試験の在り方については， 司法試験委員会とも連携し

た， しかるべき会議体を速やかに設置する予定であり，
一
」

の会議体において関係者の協議による丁寧な検討が行われ

るよう，対応をしっかり進めてまいりたい。

(注1 ）法科大学院課程を3月に修了後，現在は， その年の1 1月

末に司法修習が開始しているが，仮定した場合では，翌年の

3～4月頃に司法修習が開始することになる。

(注2）改正法に基づき，法学部を3年で早期卒業した場合や法科

大学院に飛び入学した場合は，法科大学院修了後に司法試験

を受験して合格した場合でも，現行（法学部4年，法科大学

院2年， 1 1月末の司法修習開始） より，法学部入学から司

8か月程度短くなる。法修習開始までの期間は，
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4問新たに養成，輩出される法曹の規模に関する司法
試験合格者数1 ， 500人程度という指針を見直す
ことは考えているか，法務当局に問う。

〔推進会議決定の内容〕

・ 平成27年6月の法曹養成制度改革推進会議決定では，

法曹人口の在り方について，法曹の需要や供給状況を含め，

様々な角度から実施された法曹人口調査の結果等を踏まえ

た上で，新たな法曹を年間1 ， 500人程度は輩出できる

よう，必要な取組を進め，更にはこれにとどまることなく，

社会の法的需要に応えるため， より多くの質の高い法曹が

輩出される状況を目指すべきとされている。

〔現時点で新たな指針を設定する状況にはない〕

法務省としては， この推進会議決定を踏まえ，関係機関

・団体の協力を得ながら，裁判事件数の推移，国の機関や

地方公共団体に在籍する弁護士数の推移，企業内弁護士数

●

法曹需要を踏まえた法曹人口の在り方に関すの推移など，

る必要なデータ集積（注）を継続して行っているところ，

現時点において，法曹人口の輩出規模に関するこの推進会

議決定の内容と異なる新たな指針を設定する状況にはない

と認識している。

もっとも，法務省と しては，今後とも，推進会議決定の

趣旨を踏まえ， また，今回の制度改革の成果等を注視しつ

つ，必要な情報収集を引き続き行った上で，在るべき法曹

の輩出規模について， しっかりと必要な検討を行ってまり

いたい。
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(注）そのほか，集積しているデータとしては， 司法試験及び司法試

験予備試験の受験者数．合格者数の推移，法科大学院志願者数．

入学者数．修了者数の推移，弁護士登録者数及び登録取消者数の

推移等のデータがある。

(参考）法曹人口調査報告書（平成27年4月20日）

○平成25年5月の法曹養成制度検討会議取りまとめを是認し

た同年7月の法曹養成制度関係閣僚会議決定に基づいて， 内閣

官房法曹養成制度改革推進室が行ったもの。

○法曹や法的サービスに対する需要（注1） と， これらの供給

状況（注2）を調べ， さらに，質の維持の観点も踏まえ，法曹

養成課程における法曹輩出状況に対する調査も行った。

(注1）法曹や法的サービスに対する市民や企業，地方自治体な

どの意識に関するアンケート調査や， 国の行政機関等におけ

る法曹有資格者の採用の現状に関する調査を実施。裁判事件

数を分析。

(注2） 日弁連が平成26年にかけて行った「65期. 66期会

員に対する就業状況等に関するアンケート結果」 「弁護士実

勢調査」の結果を分析。司法アクセスの状況や法曹有資格者

の活動領域の拡大状況に関する各種のデータを分析。

(参考資料1） 法曹養成制度改革の更なる推進について（抜粋）

(参考資料2） 法曹人口調査報告書概要（平成27年4月20日）
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江島潔議員4問参考資料1

法曹養成制度改革の更なる推進について（抜粋）

鰯孟皇灘｝
第2今後の法曹人口の在り方

新たに養成し、輩出される法曹の規模は、司法試験合格者数でいえば、質・量と

もに豊かな法曹を養成するために導入された現行の法曹養成制度の1くでこれまで直

近でも1,800人程度の有為な人材が輩出されてきた現状を踏まえ、 当面、 これより規

模が縮小するとしても、 1,500人程度は輩出されるよう、必要な取組を進め、更には

これにとどまることなく、関係者各々が最善を尽くし、社会の法的需要に応えるた

めに、今後もより多くの質の高い法曹が輩出され、活躍する状況になることを目指

すべきである。すなわち、引き続き法科大学院を中核とする法曹養成制度の改革を

推進するとともに、法曹ないし法曹有資格者の活動領域の拡大や司法アクセスの容

易化等に必要な取組を進め、 より多くの有為な人材が法曹を志望し、多くの質の高

い法曹が、前記司法制度改革の理念に沿って社会の様々な分野で活躍する状況にな

ることを目指すべきであるc

なお、新たに養成し、輩出される法曹の規模に関するこの指針は、法曹養成制度

が法曹の質を確保しつつ多くの法曹を養成することを目的としていることに鑑み、

輩出される法曹の質の確保を考慮せずに達成されるべきものでないことに留意する

必要がある。

法務省は、文部科学省等関係機関・団体の協力を得ながら、法曹人口の在り方に

関する必要なデータ集積を継続して行い、高い質を有し、かつ、国民の法的需要に

十分応えることのできる法曹の輩出規模について、引き続き検証を行うこととする。



平成27年4月20日
内閣官房法曹養成制度改革推進室法曹人口調査報告書医扉詞

O需要

慨要

O法曹養成課程供給

団司法修習終了者の就業状況肺囹囮市民 愚
「

e弁謹士に対する需要を有する市民層がー定程度存在（依頼を

考えたが髄頁しなかった雁に含まれる｡）

●弁護士による対応力泌要な法的需要となる分野の存在僑齢

になり.財産を霊できなくなったとき礦齢者の需頚など）

●弁義士へのアクセス改雪こよる需要増加の可能性あり

●社会の複蝋上･紛争案件の複蝋上に伴う専門家としての弁護
士への需雪曽加の可肖鑑あり

●弁護士変用嘩案により［鋤饒ど]．弁護士費用を低くする

とｲ鐸頁識力塙まる傾向） ･･･基準の明瑠bと適切な循報開示

が需要を高めるための課題
ノ

①適1彊鵡魚受験者の減少（各年度平均的17％ずつ劃）

●法科大津碇入試受験者数．入学者数の減少（平成26年度
受験者数10,267人.入学者数2272人)｡法掌未修者の減少

幅が大きい。

●司法修習終了直後の就業状況職判官92～101人.検察官

72～82人，弁護士1.248～1.370人，修習終了時の弁誰士

未登録者546～570人）

●修習終了から1年後の進路未定・不明者は30人程度

e夷驚に辮筬の困難さが生じている者は,新たに弁護士登
録をしようとする者の一部に限られている可能性

｜

白

供給（新た

な法首）を

生み出す

0

法的需要

への対応 ［
｜

’

ｉ
ｉ
Ｉ

囮弁護士の実地修練･職務経験(OJT) １
５

e新規登錆寺の就業形態僅"溌嬬堕士灘76％.車祷約7％．
即独立4％）

●実地修練ないし職務経験を積むための事件処理の指導機
会(OJT)…こうした機会がある者は鋼5%。こうした

機会の不足により困ったことがある者は.裁判手続の不

備を生じたもの(鞠16％）を含めて鋼696.困ったことが

なし堵I爽弱1％

●OJTの機会は重要であるが．望ましいOJTの確保を

違由に新規法曹数を減少させるかについて検討の余地あ
り

L
！

一

囮企業
弓

－

囮司法試験受験｡合格状況
●司法試験の受験者数は。やや減少する傾向力現える（平
成23年a765人〔最大{画‘平成26年8,015人)。

＠司法試験の合格者数はおおむね1,800～2,100人程度(平

鯉6年は1,810人)”
③法蕊妹奉修了者の司法試験受験者数は減少。合格率は

平鯉3年を底に上昇に転じたが．平成26年は低下（平成

26年21.19％)応

●弁護士の利用機会の増加傾向（5年前から増加したとの回答

均63％/鯛2％〔大企業/中小企調。将来の利用増加との回答

約59％/約34％〔同上〕・大企業ほど今後も弁護士に対する需

要が増加する期待あり）

②弁護士利用を希望する業務（契濤作成コンブライアンス

など）について．需要が認められる可肖誰あり

●法曹有凝格者の採用状況はこの10年で10倍･1.100人以上まで

増加｡もっとも,大企業でも採用予定がないとの回答(湾76”

企業内における法曹有蕊格者の活用の有効性の認知が必要。

ジ

囮弁護士の事件数,収入｡所得
●平成18～26年の取扱事件数の減少傾向〈取扱事件の多い

弁誕士が減少。少ない弁護士力贈加圃）

●平成18～26年の収入・所得の減少傾向（申告所ｲ詫記00

～1,000万円未満の者力曝多。1‘000万円以上の者が減少．
1.000万円未満の者が増加.）

』

k

認

Ｌ
ｌ

’
囮自治体､国
⑧弁護±の利用機会の増加傾向（5年前から増加したとの回答

鎗58％。将来，利用が増加する鰐に顧問弁護士）との回答

銅1％｡）

⑤法曹有黄格者の採用状況|釦7人(平成27年3月）にとどまる。

採用に消極的な回答も多い．

●国の行政機関におけるチ嬢と認識者”増加瞳

首
卵

L

蕊
熱
血
心
謡
蝋
拙
鰯
潅
冨

’①国・自治体。福祉，企業海外展開の分野で活動領域を拡大させる取組（特に企業内弁護士の鋤ロ呼成17年．．

68社123人P今平成26年6月･･619社1,179人]）
ー

－1

囮司法ｱｸｾｽの状況
●弁護士数増加日弁連ひまわり基金公設事務所，法テラ

ス司浅邑疎地域対応事務所の設置

一弁護士ゼロ．ワン地裁支音隣の減少（平成5年7月…

ゼロ50．ワン24-う平鯉6年10月･･･ゼロO・ワン1）
_JL一

回適性試験受験/法科大学院入学状況

囮司法試験予備試験受験｡合格状況
●予備試験受験者数の増加〈平成23年6,477人今平成26年

10.347人）

⑪最終合格者数の増加後，横ばい(平鯉3年116人今平鯉5

年351人，平成26年356人）

即

●新修習でI戎司法試験合格者数よりも当該年度の司法修
習生採用者数の方が平均45人少ない。

●考試（二回試験）不合格者数は.新司法試験が実施され

てから数年は増加した力fその後は40人程鹿

司法修習生の採用”終了状況

山|弁護士の活酎附騨或(錬内弁鑑上の採用状況）

山

●民事事件は減少傾向だが.過払金返還請求事件の景零を除く

と．その程度は微減｡契約に直接関連するものが減少,損害
§韻に関連する割牛(弁護士関与率が高しL）力鱈加．
④刑事事件は減少傾向

●…件は一部信導寒群峰件）で増加傾向

裁判事件数



(対大臣｡眉因ﾖ｡政務官） 司法法制部作成
5月23日（木）参・文教科学委江島潔議員（自民）

〔今回の法案と司法試験の在り方の検討〕

法曹志望者数が大幅に減少している中，法務省と

しては，今回の法案により，法科大学院改革を中核

とするプロセスとしての法曹養成制度改革をしっか

り進めることが最優先と考えている。

法務省としては，今回の法案の成立後には，法科

大学院教育と連携した司法試験の在り方の検討につ

いて1司法試験委員会と連携した， しかるべき会議

体を速やかに設置する予定であり， 司法試験の在り

方について必要な検討がしっかり行われるものと考

えている。

〔予備試験その他の課題〕

その上で， （委員御指摘のとおり）今回の法案成

立後も，法曹養成制度の様々な課題に取り組んでい

かなければならないものと認識している。

法務省としては，平成2フ年6月の法曹養成制度

改革推進会議決定（注1）を踏まえ， （委員御指摘

5問
１
■

成1
リリ

備試験や司法試験の在り方を含め，法曹養
度全体の在り方について，今後の検討に取
んでいく決意を，法務副大臣に問う。



の）予備試験の在り方の検討や法曹有資格者の活動

領域拡大に向けた取組などについて， 引き続き，文

部科学省はもちろん関係機関との連携を十分に図り

ながらしっかりと取り組まなければならないと考え

ており，今後とも法曹志望者の回復に向けた必要

な取組を一層の力を注いで全力で進めていきたい

と考えている（注2)｡ l
＝

(注1）平成25年9月，閣議決定に基づいて設置された
会議であり，内閣官房長官，法務大臣，文部科学大臣，
総務大臣，財務大臣，経済産業大臣の関係6大臣で構成
されていた（平成27年7月設置期限満了)。

(注2）具体的には， これまで，
①文部科学省に設置された中教審法科大学院等特別委
員会に，担当者が委員として参加して，法科大学院改
革について検討を行い，
②文部科学省とともに，法曹養成制度改革連絡協議会
（最高裁判所， 日本弁護士連合会も参集）を開催して，
それぞれの取組の進捗状況等を共有するとともに，活
動領域の拡大のための協議等を行い，
③司法試験及び予備試験について，その結果の分析や，
法学部生や司法修習生に対するアンケート調査を行う
などの取組を行ってきた。

【責任者:司法法制部司法法制課福原課長内線■■携帯■

2
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(対大臣｡巨閃ﾖ･政務官） 司法法制部作成
5月23日 （木）参・文教委小川敏夫議員（立憲）

今回の改正により， 泡

t試験を受験する者にと
Pタームが長くなるのに
|大臣に問う。

〔修了資格者について期間の長期化は不可避〕

現時点で，今回の法案を踏まえた司法試験の実施

時期や司法修習の開始時期がどうなるかは決まって

いない（注1）が， 司法修習の開始時期が法科大学

院課程の修了直後になるとすると，法科大学院修了

後に司法試験を受験して合格した者にとっては，現
一

行制度との比較において，法科大学院課程の修了か

ら司法修習開始までの期間がS～4か月程度長くな

る結果になること （注2, 3)は確かである。

しかしながら， この点については，法科大学院教

育の充実を前提に，法科大学院在学中受験資格を導

入し，法曹志望者の時間的・経済的負担を最大限軽

減することにより， 多くの学生が在学中受験が可能

となる制度設計に，不可避的に生じるものであり，

全体としての制度設計は合理的なものと考えてい

る。

!J



〔結論一負担軽減に向けた必要な取組を進める〕

いずれにしても，法改正が実現した後の司法試験

の実施時期， 司法修習の開始時期を含む新たな法曹

養成制度の運用については，文部科学省，最高裁判

所など関係機関と十分に協議して対応してまいりた

い』

(注1）司法試験の実施時期は，今後設置予定の会議体で

の議論を踏まえ，最終的には司法試験委員会におい

て， 司法修習の開始時期等の日程は最終的には最高
裁判所において定められる事項である。

(注2）法科大学院課程を3月に修了後，現在は，その年
の11月末に司法修習が開始しているが，仮定した

場合では，翌年の3～4月頃に司法修習が開始する
ことになる。

(注3）改正法に基づき，法学部を3年で早期卒業した場

合や法科大学院に飛び入学した場合は，法科大学院
修了後に司法試験を受験して合格した場合でも，現

行（法学部4年，法科大学院2年， 11月末の司法
修習開始） より，法学部入学から司法修習開始まで
の期間は， 8か月程度短くなる。

【責任者:司法法制部司法法制課福原課長内線■■携帯■■■■■■】
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|更問在学中受験資格による司法試験受験に合格｜
I する者はごく僅かなのではないか。
1 ...--...----－-...-----.---－－－－－－－－．．．－－－．－－－－．．．－－－---...-----.

〔前提一合格率予測は困難〕

司法試験の合格者数については，実際の試験結果

に基づき司法試験委員会において決定されるべき事

柄であり，法科大学院在学中受験資格による将来の

合格者数や合格率を予測することは困難である。

〔合格率が低迷することはない〕

もっとも，法科大学院在学中受験資格の導入は，

連携法の改正により法科大学院教育の充実が図られ

ることに伴い，法科大学院在学中であっても司法試

験受験に相応しい一定のレベルの者が養成されるこ

とを前提とするものであることからすれば，在学中

受験資格による受験をした者の合格率が低迷するこ

とはないものと見込んでいるゴ

3



(対大臣｡巨閃ﾖ｡政務官） 司法法制部作成
5月23日（木）参・文教委小川敏夫議員（立憲）

2問法科大学院課程の教育内容に含まれていない
一般教養科目を，予備試験において試験科目と
して課すのは不当ではないか，法務副大臣に問
う。

〔予備試験に一般教養科目が置かれた趣旨〕

予備試験は，法科大学院修了者と同等の学識。能

力等の有無を判定するものである。

法科大学院の入学者選抜においては，①学部卒を

要件とし，学部段階において一般教養を学んでいる

ことのほか，②社会人については，学業以外の活動
一

実績や社会での経験等も重視される結果，法科大学

院修了者については一般教養を備えていることが担

保されていると考えられる。
－

一方で，予備試験については， 受験資格の制限が

なく，法科大学院修了者のような担保がないことか

ら，一般教養科目を試験科目としている。

〔結論一不当なものではない〕

このような趣旨からすれば，予備試験において一

般教養科目を試験科目として課すことは不当なもの

ではないと考えている｡」
【責任者:司法法制部司法法制課福原課長内線■■携帯■ ｜】

1
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|更問1 予備試験の短答式試験の一般教養科目の出｜

｜ 題内容が， 5教科で大学を受験している国公立大｜
I 学出身者に有利なものになっており，不公平では’
'--ない力1,__と問われた場合夕______________________‐

〔前提〕

予備試験の短答式試験の一般教養科目について

は， 司法試験委員会において， 出題範囲を，人文科

学，社会科学， 自然科学，英語とする方針がとられ

ている。また1 出題の形式や内容に関しては, JgU

適切なものとなるよう， 出題を行っている司法試験

予備試験考査委員において，十分な検討をされてい

るものと承知している。

〔結論〕

短答式試験の一般教養科目の出題に当たっては，

特定の分野に偏ることのないよう，各系列。各分野

からの出題数のバランスに配慮しつつ， 多数の問題

を出題し， その中から，受験者が一定数の問題を選

択して解答するという出題形式をとるなどの工夫が

行われており， ご指摘のような一定の受験者層のみ

に有利な内容となっているとは認識していない｡」

2



(参考）
○これまでの予備試験の短答式試験の一般教養科目に

ついては， 42～43間程度が出題され，その中から
選択した20問を解答するという方式がとられている。

4間程度，
8間程度，

社
英

分野別の内訳は，人文科学12
会科学6～7間程度， 自然科学1
語5～7間程度となっている。

１
１
一
一
問
６
２
１

○

3
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|更問2予備試験の一般教養科目について廃止する｜

’ ことを含め，予備試験制度の見直しを行うべきで｜
|__はなLm,__と問われた場食________---------__」

〔推進会議決定〕

平成2フ年6月の法曹養成制度改革推進会議決定

においては， 予備試験について，制度創設の趣旨と

現在の利用状況がかい離しているなどとの指摘があ

るとされており，法務省において，必要な制度的措

置を講ずることを検討することとされている。

〔今後の検討〕

法務省としては， まずは今般の法案の着実な実施

に向けて，文部科学省等と十分に連携を図り， しっ

かりと進めることが最優先と考えており，予備試験

については，かかる改革の実施状況等を踏まえ， ま

た，文部科学省等と適切に連携しつつ，必要な検討

を行ってまいりたいと考えている。 （注） ｡」

(注）本来の制度趣旨に沿っていない者の予備試験受験資

格を制限することについては，合理的な受験資格の内

容・範囲を客観的かつ一義的に定めることが可能か，
等の課題がある。

4



（参考）今回の法案における予備試験の見直し
今回の改正法案では，法科大学院課程において，選択科
目相当科目の履修義務付けなどの法科大学院教育の見直し
がされることを踏まえ，その付随的・派生的な改正として，
予備試験の論文式試験に選択科目を導入することとしてい
る。

その上で， 予備試験全体の負担の合理化の観点から，論
文式試験から一般教養科目を廃止することとしている。

一般教養科目が置かれた趣旨に鑑み，今回の法
予備試験の短答式試験に，一般教養科目は引き

（なお，

改正後も，

続き存置されることとしている｡）

(参考資料1）司法試験予備試験の仕組み

(参考資料2）平成26年参議院法務委員会会議録第17号
（抜粋）

5



小川敏夫議員2問参考資料1

ｒ
‐
ｌ
Ｌ

司法試験予備試験の仕組み

法科大学院課程の修了者と同等の学識及びその応用能力並びに法律に関する
実務の基礎的素養を有するかどうかを判定することを目的とし，短答式（択一
式を含む｡ ）及び論文式による筆記並びに口述の方法により，段階的に行われ
ます。

〕｛
受験資格

受験資格の制限はありません。

実施日程

短答式試験
試験日毎年5月中旬ころまでに1日で実施する。
試験地7試験地（札幌，仙台，東京，名古屋，大阪

論文式試験
試験日毎年7月ころまでに2日間で実施する。
試験地4試験地（札幌東京，大阪，福岡）

広島福岡）

験
日
地

試
験
験
毎年10月ころまでに実施する。
東京都又はその周辺

ノ
－

､

多 ~－
、憲法，行政法，民法，商法！民事訴訟法’刑法，刑事訴訟法及び一般教養科目ノ

、
〆鮠文式試験
憲法，行政法，民法・商法，民事訴訟法，刑法，刑事訴訟法，一般教養科目

及び

k=律実務基礎科冒 (法律に関する実務の基礎的素養(実務の経験により修得されるものを含む｡）についての科目をいいます｡） ノ

〕（
口述試験

法律実務基礎科目

司法試験予備試験の合格者
(司法試験の受験資格を得ることができます｡ ）
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も
私
は
大
事
な
こ
と
だ
と
思
い
ま
す
。

た
だ
、
必
ず
し
も
そ
れ
が
全
て
だ
と
は
私
ど
も
は
考
え

方
々
に
き
ち
っ
と
法
律
家
の
道
を
歩
ん
で
い
た
だ
け
る
よ

う
な
奨
学
金
な
り
、
そ
う
い
う
も
の
の
充
実
と
い
う
こ
と

思
い
ま
す
。

一
つ
の
目
的
で
す
ね
。
で
す
か
ら
、
や
つ
ぽ
り
そ
う
い
う

第
三
部
法
務
委
員
会
会
議
録
第
十
七
号
平
成
二
十
六
年
五
月
二
十
二
日
〔
参
議
屋

○
国
務
大
臣
（
谷
垣
禎
一
君
）
公
式
に
は
、
こ
れ
は
改
革

推
進
会
縦
の
下
で
検
肘
を
行
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
ご

ざ
い
ま
す
。
そ
れ
か
ら
ま
た
、
教
養
科
目
が
か
な
り
大
学

間
の
差
別
と
い
い
ま
す
か
、
こ
う
い
う
も
の
に
も
つ
な
が

り
か
ね
な
い
の
で
は
な
い
か
と
い
う
御
指
摘
、
委
員
の
御

指
摘
が
あ
る
わ
け
で
す
ね
。
そ
れ
に
対
し
て
は
、
で
き
る

だ
け
出
題
の
仕
方
も
現
在
工
夫
は
し
て
い
る
わ
け
で
す
。

た
だ
、
今
そ
れ
で
躍
誇
を
、
検
討
を
進
め
て
お
り
ま
す

が
、
姿
員
の
御
指
摘
の
よ
う
な
こ
と
も
念
頭
に
麓
き
な
が

ら
駿
鎗
を
進
め
て
ば
い
り
た
い
と
思
っ
て
お
り
ま
す
。

思
い
ま
す
の
で
、
教
養
科
目
を
要
求
す
る
意
味
も
そ
れ
は

な
い
わ
け
で
は
な
い
と
思
う
ん
で
す
。

一

薇
試
験
に
こ
の
教
養
科
目
が
あ
る
と
い
う
こ
と
は
私
は
麓Ｉ

○
国
務
大
臣
（
谷
垣
禎
一
言
臆
理
的
に
お
か
し
い
と
い

う
こ
と
は
私
は
な
い
と
思
う
ん
で
す
。
い
ろ
い
ろ
な
帆
広

い
教
養
を
法
律
家
が
実
務
の
上
で
も
必
要
だ
ろ
う
と
私
は

た
だ
、
そ
れ
が
余
り
に
も
重
荷
に
な
っ
て
い
な
い
か
と

か
、
あ
る
い
は
大
学
間
の
差
別
み
た
い
な
こ
と
に
な
っ
て

い
や
し
な
い
か
と
い
う
よ
う
な
御
指
摘
に
は
十
分
耳
を
傾

け
な
が
ら
検
討
を
進
め
る
必
要
が
あ
る
と
思
っ
て
お
り
ま

手
，
。

Ｏ
国
務
大
臣
（
谷
垣
禎
一
君
）
こ
れ
は
、
法
科
大
学
院
の

場
合
に
も
前
の
学
部
と
い
う
よ
う
な
も
の
が
あ
る
程
度
想

定
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
あ
る
と
思
う
ん
で
す
。
し

た
が
い
霞
し
て
、
予
備
試
験
に
お
い
で
の
方
も
い
ろ
ん
な

方
が
い
ら
っ
し
ゃ
る
と
思
う
ん
で
す
ね
。

で
す
か
ら
、
学
部
微
学
部
と
い
い
ま
す
か
認
四
年
の
学

部
の
課
程
で
ど
れ
だ
け
教
養
単
位
を
取
っ
て
い
る
か
と
い

う
よ
う
な
こ
と
を
ど
う
考
え
て
い
く
か
と
か
、
そ
の
辺
は

繰
る
い
ろ
考
え
る
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
と
思
い
ま
す
。

一

｜
な
い
よ
う
な
授
業
が
行
わ
れ
て
い
る
と
い
う
の
が
実
態
だ

一
と
縄
”
い
錘
酎
些
を
踏
ま
え
て
、
大
学
に
入
っ
て
き
て
、

大
学
で
教
養
の
勉
強
を
し
て
い
な
い
わ
け
じ
ゃ
な
い
け
れ

ど
も
、
し
か
し
、
現
実
に
こ
の
予
傭
賦
験
を
受
け
る
と
い

う
場
面
に
な
っ
た
掛
合
に
、
ざ
っ
く
ば
ら
ん
に
、
私
立
の

法
学
部
の
学
生
に
言
わ
せ
て
、
も
う
法
律
の
勉
強
で
手

い
っ
ぱ
い
な
の
に
今
更
遡
っ
て
数
学
の
勉
強
な
ん
か
で
き

な
い
よ
と
い
う
の
が
実
情
だ
と
思
う
ん
で
す
ね
．

で
す
か
ら
、
み
ん
な
商
校
を
出
た
ん
だ
か
ら
当
然
商
校

で
備
え
付
け
る
べ
き
教
養
は
分
か
っ
て
い
る
の
が
当
然
だ

か
ら
、
三
科
目
し
か
勉
強
し
な
い
や
つ
が
悪
い
ん
だ
と
い
ｌ

え
ば
そ
れ
ま
で
か
も
し
れ
鞭
い
け
れ
ど
も
、
現
実
に
は
、

次
に
、
法
科
↑
今
字
院
の
奈
賃
八
に
つ
い
て
徽
間
さ
せ
て
い

た
だ
き
ま
す
。

こ
れ
も
、
文
科
副
大
臣
に
も
度
々
お
越
し
い
た
だ
い

て
、
私
は
、
備
に
有
力
枚
の
定
貝
が
多
過
ぎ
る
の
で
は
な

い
か
と
い
う
こ
と
、
有
力
校
の
定
員
が
多
過
ぎ
れ
ば
，
有

力
校
に
は
当
然
人
が
ど
ん
ど
ん
桑
ま
る
と
い
う
吸
引
力
も

五

○
小
川
敏
夫
君
予
備
試
験
の
在
り
方
と
し
て
、
ほ
か
の

分
野
で
、
既
に
ロ
ー
ス
ク
ー
ル
に
行
か
な
く
て
も
い
い
程

度
の
能
力
と
い
い
ま
す
か
経
験
を
伽
え
た
方
に
も
道
を
開

く
ん
だ
と
い
う
こ
と
も
目
的
だ
と
い
う
こ
と
で
し
た
が
、

そ
う
い
う
方
に
道
を
開
く
の
で
あ
れ
ば
、
そ
れ
は
そ
う
い

う
制
度
を
設
け
れ
ば
い
い
の
で
、
何
も
予
備
試
験
と
い
う

制
度
に
こ
だ
わ
る
こ
と
ば
な
い
わ
け
で
あ
り
ま
す
。
ま

た
、
そ
う
い
う
方
に
対
し
て
道
を
開
く
の
で
あ
れ
ば
、
現

役
学
生
や
ロ
ー
ス
ク
ー
ル
生
が
そ
う
い
う
道
の
蔵
験
を
受

け
る
道
は
な
い
わ
け
で
す
か
ら
、
そ
れ
は
そ
れ
で
ま
た
別

の
仕
組
み
を
考
え
た
ら
い
い
の
で
は
な
い
か
と
い
う
ふ
う

に
意
見
を
言
わ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。

あ
と
予
備
試
験
に
つ
い
て
、
こ
の
試
験
科
目
な
ん
で
す

け
れ
ど
も
、
こ
れ
も
前
回
質
問
き
せ
て
い
た
だ
い
た
ん
で

す
が
、
教
養
科
目
と
い
う
の
が
あ
り
煮
す
。
こ
れ
が
私
は

不
要
な
の
で
は
な
い
か
、
あ
る
い
は
、
高
校
か
ら
大
学
受

験
し
て
進
路
を
決
め
て
き
た
人
に
よ
っ
て
、
具
体
的
に
言

え
ば
数
学
や
理
科
系
が
入
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
、
大

分
、
高
校
か
ら
大
学
受
験
の
進
路
を
週
ぶ
と
き
の
勉
強
の

仕
方
に
よ
っ
て
差
が
出
て
し
ま
う
の
で
は
な
い
か
と
。
こ

う
い
う
窓
味
で
不
公
平
が
あ
る
、
不
公
平
感
が
出
て
し
ま

う
の
で
は
な
い
か
と
い
う
ふ
う
に
思
っ
て
お
る
ん
で
す
。

で
す
か
ら
、
媛
的
Ｅ
厚
民
ほ
ト
に
阿
敬
溌
科
尼
は
際
吐

す
る
、
あ
る
い
は
教
養
科
目
を
履
修
し
た
と
思
わ
れ
る
大

字
の
一
般
教
義
修
了
課
程
と
か
大
学
卒
業
者
に
は
免
除
す

る
と
か
、
そ
う
し
た
こ
と
を
具
体
的
に
早
期
に
実
現
す
る

べ
き
で
は
な
い
か
と
思
っ
て
お
る
ん
で
す
が
、
い
か
が
で

し
ょ
う
か
。

窪
的
に
お
か
し
い
ん
で
は
な
い
か
と
思
っ
て
お
る
ん
で
す

か
、
い
か
が
で
し
ょ
う
か
。

廼
強
も
し
て
い
な
い
、
試
験
応
底
い
隅
阻
に
め
い
に
い
し

“
を
測
る
と
い
い
な
が
ら
、
ロ
ー
ス
ク
ー
ル
に
お
い
て
狸

Ｏ
小
川
敏
夫
君
今
の
予
備
試
験
の
位
瞳
付
け
は
、
口
ｌ

ス
ク
ー
ル
卒
業
生
と
同
レ
ベ
ル
の
爽
力
を
求
め
て
お
る
わ

け
で
す
．

そ
う
し
ま
す
と
、
じ
ゃ
、
予
徽
試
験
に
敬
愛
科
目
と
い

う
も
の
が
あ
る
の
で
あ
れ
ば
、
ロ
ー
ス
ク
ー
ル
に
お
い
て

も
そ
の
よ
う
な
教
養
科
目
を
勉
強
さ
せ
て
、
そ
し
て
ロ
ー

ス
ク
ー
ル
卒
業
生
に
も
本
来
そ
う
い
う
敦
養
科
目
を
問
弓

べ
き
で
あ
る
と
思
う
ん
で
す
ね
、
ロ
ー
ス
ク
ー
ル
卒
業
生

と
同
レ
ベ
ル
と
言
う
ん
で
す
が
。
た
だ
、
現
実
に
は
ロ
ー

ス
ク
ー
ル
に
鐙
い
て
こ
う
い
う
教
養
科
目
の
授
業
、
鱒
葬

は
し
て
い
ま
せ
ん
。
そ
れ
か
ら
、
ロ
ー
ス
ク
ー
ル
の
卒
毒

生
に
つ
い
て
、
こ
う
い
う
教
菱
科
目
に
つ
い
て
そ
の
実
力

を
問
う
拭
験
が
な
い
わ
け
で
す
。

で
す
か
ら
卜
胎
時
ｕ
降
妙
ｎ
Ｍ
階
胸
陸
畔
朧
時
に
凋
睡
隆
陛
切
睡

○
小
川
敏
夫
君
法
曹
人
が
敬
養
が
必
要
な
い
と
は
言
っ

て
お
ら
な
い
わ
け
で
し
て
、
当
然
法
聾
に
は
持
つ
べ
き
教

養
は
持
っ
て
も
ら
わ
な
く
て
は
い
け
な
い
と
思
う
ん
で
す

で
．
ｃ
力
私
が
鯰
理
的
に
お
か
し
い
と
言
う
の
は
、
ロ
ー
ス
ク
ー

ル
に
お
い
て
そ
う
い
う
勉
強
も
し
て
い
な
い
し
、
ロ
ー
ス

ク
ー
ル
卒
業
生
に
つ
い
て
そ
う
い
う
敦
養
に
つ
い
て
の
実

力
を
判
定
す
る
試
験
も
課
し
て
い
な
い
の
に
、
同
じ
資
格

を
付
与
す
る
予
偏
籏
験
に
お
い
て
の
み
教
養
試
験
が
あ
る

と
い
う
こ
と
は
や
っ
ぱ
り
バ
ラ
ン
ス
が
取
れ
な
い
ん
じ
や
一

な
い
で
す
か
と
、
こ
う
い
う
ふ
う
に
聞
い
て
、
そ
れ
で
畿

理
的
に
釣
合
い
が
取
れ
な
い
ん
じ
ゃ
な
い
か
、
お
か
し
い

ん
で
は
鞭
い
か
と
、
こ
う
聞
い
て
お
る
わ
け
で
す
。

》

Ｏ
小
川
敏
夫
君
ざ
っ
く
ば
ら
ん
に
言
い
ま
す
と
、
五

目
か
ら
問
題
を
出
し
て
お
る
わ
け
で
す
。
そ
う
し
ま

と
、
こ
れ
も
こ
の
前
言
っ
た
ん
で
す
け
れ
ど
も
、
今
の

学
受
験
の
実
情
は
、
国
公
立
を
受
け
る
方
は
、
国
公
立

五
科
目
受
験
で
す
の
で
、
高
校
で
勉
強
す
る
際
に
も
う
国

公
立
コ
ー
ス
と
い
っ
て
五
科
目
を
中
心
に
勉
強
す
る
わ
け

で
●
す
。
で
す
け
ど
、
ほ
と
ん
ど
の
私
立
大
学
は
数
学
、
理
科
が

な
い
国
賠
、
社
会
、
英
龍
系
と
い
う
三
科
目
受
験
で
す
の

で
、
も
う
獅
校
で
の
授
業
の
原
に
、
私
立
大
学
受
験
コ
ー

ス
、
私
立
大
学
文
系
コ
ー
ス
と
い
う
と
も
う
三
科
目
中
心

に
な
っ
ち
ゃ
っ
て
、
数
学
、
理
科
は
余
り
力
を
入
れ
て
い

が
結
果
的
に
は
有
利
に
な
っ
て
い
る
ん
じ
ゃ
な
い
か
と
い

う
ふ
う
に
思
う
ん
で
す
ね
。
で
す
か
ら
、
そ
ん
な
不
公
平

感
も
感
じ
る
人
も
随
分
多
い
も
の
で
す
か
ら
、
こ
の
教
養

科
目
は
廃
止
す
る
か
、
あ
る
い
は
、
先
ほ
ど
も
言
っ
た
よ

う
に
、
大
学
卒
業
者
あ
る
い
は
一
般
放
養
の
惨
了
者
に
つ

い
て
は
免
除
し
て
も
い
い
の
で
は
な
い
か
と
い
う
こ
と
を

思
っ
て
お
り
ま
す
の
で
。

何
か
こ
の
点
に
つ
い
て
も
今
検
肘
し
て
い
る
と
、
今

凹
、
司
法
試
験
の
改
正
案
の
中
に
は
盛
り
込
ま
れ
な
か
っ

た
に
し
て
も
、
今
こ
れ
を
ど
う
す
る
か
と
い
う
こ
と
を
検

両
謹
睡
縄
蕊
踊
瀦
鶏
餓
熊
乢

そ
、
そ
の
結
論
は
、
廃
止
す
る
と
い
う
方
向
で
精
麓
を
出

一
し
て
い
た
だ
き
た
い
ん
で
す
が
、
早
急
に
対
応
し
て
い
た

だ
き
た
い
と
い
う
ふ
う
に
思
っ
て
お
り
ま
す
。
こ
れ
は
大

匡
と
い
う
よ
り
も
内
閣
府
の
方
な
ん
で
し
ょ
う
か
ね
、
今

猿
討
会
膿
を
や
っ
て
お
る
の
は
。
そ
う
い
う
声
が
あ
る
と

い
う
こ
と
を
是
非
強
く
伝
え
て
い
た
だ
き
た
い
と
い
う
ふ

う
に
思
い
ま
す
。
答
弁
は
結
構
で
す
。

、
は
り
五
科
目
受
験
の
国
公
立
を
目
指
し
て
勉
強
し
た
人



(対大臣･冨閃ﾖ･政務官）
5月23日（木）参・文教科学委

人事課作成

小川敏夫議員（立憲）

3問司法試験予備試験の実施時期を見直し，合格
発表後直ちに司法試験を受験することができる
ようにすべきではないか，法務副大臣に問う。

〔前提〕

司法試験予備試験の実施時期については， 司法試

験委員会の判断に委ねられているところ。

〔司法試験委員会における検討内容〕

司法試験委員会においては，広く意見を聴取する
様々な要素を考盧して現行の試験日などした上で，

程を決定したものと承知。

なお，議論に際しては，

。 予備試験は短答式試験，論文式試験， 口述試験

の三段階で行う試験制度になっているため，実施

期間が長くかかること

。 予備試験の合格発表の時期から翌年の司法試験

の出願時期までそれほど期間が空いていなじこと

などから，予備試験の合格者が受験資格を得るのが

翌年の司法試験になることについても韮合理ではな

込とされたものと承知｡」

1



（参考1）司法試験及び司法試験予備試験の日程
○司法試験

11月中旬～出願

5月中旬頃短答式試験及び論文式試験
9月頃 合格発表
○司法試験予備試験
1月下旬～出願

5月中旬頃短答式試験
7月頃 論文式試験
10月頃 口述試験
11月頃 最終合格発表

(参考2）司法試験委員会会議議事要旨（第60回，平成
21年1 1月11日）
○委員長規制改革会議から問題意識を伝えられている
もう一つの点は，予備試験の合格者が受験資格を得るの
は翌年の司法試験になるという点である。 この点につい
ては， 当委員会でも議論を行ったが，短答式試験，論文
式試験及び口述試験という三段階で行う試験制度になっ
祁弓~完厩~実葹爾間示長でかかり，新司法試験が行わ
五言~弓~戸~王~こき同王手傭試騒の合格発表は間に合わない。
夛三ｱ薪司涙試験あ出願時期は前年の’2月であるので，

お苔1客堯袰亙)時期からそれほど期間が空いてい予備試験

るとも思えない。

○委員予備試験は，法科大学院の修了に代わるもので
あるから，そのためにある程度の時間を要することにな
ってもやむを得ないのではないかと思う。
○委員旧司法試験に合格した場合， 司法修習を開始す
るのは翌年の4月だった。一方，新司法試験に合格した
場合は， 司法修習の開始が合格した年の12月に繰り上
がっているので，予備試験の合格，新司法試験の出願か
ら受験， そして修習開始までを総合的に見れば， さほど

2



差はなく，許容範囲ではないかと思う。
○委員長受験生の側にしてみれば，予備試験と本試験
との間に期間が空いていた方が，本試験に頭が切り替え
られてなしろ喜ばれるという見方もできるのではないか。られてむしろ喜ばれると↓

携帯■ Ｉ内線■■伊藤課長
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大臣官房人事課【責任者
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|更問1 司法試験の出願期間から実施までの期間を’
1-_も-つ_と短く_女九ばじいのでは盆MlQ___________」

〔結論〕

（司法試験の実施については， 司法試験委員会に
委ねられているところ, ）現行の司法試験の日程に
ついては， 司法試験委員会において，諸般の事情を
踏まえて適切に決定しているものと承知』
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|更問2法改正後， 司法試験の実施及び合格発表の’
'--月掴主__し口頃となゐのか』__と間ね泡た場合9-__」

〔司法試験の実施時期について〕
こは司法試験委員会司法試験の実施時期は最終師

の決定事項であり,現時点で方針は決定していない。

もっとも，今回の制度改革による新しい司法試験

の実施時期は，法曹志望者や法学教育関係者にとっ

て非常に関心が高い事項であることは認謎してお

り，法案成立後に設置する予定の文部科学省等の関

係省庁，教育関係者，法曹実務家等を構成員とする

会議体において検討することとしている。

なお，今回の法改正の立案を担当する立場として

は，法科大学院における教育の実施を阻害せず，法

科大学院教育と司法試験との有機的連携を図る等の

観点から， 「一つの選択肢上として，現状の5月実
夏頃の実施とすることを想定して施を後倒しして，

いるところである。

〔司法試験の合格発表時期について〕

あくまで仮定ではあるが， 司法試験をフ月頃に実

施することとした場合，合格発表の時期は10月頃

となることが想定される。 」
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|更問3予備試験の実施時期について，今後見直す’
'--星_とは検討L工いないのか』__と_問ね江た場合g___. ._」

〔前提〕

（先ほど申し上げたとおり， ）予備試験の実施時

期は， 司法試験委員会の半l1断に委ねられている。

〔会議体において検討〕

法務省としては，今後，本法案成立後に設置する

予定の文部科学省を始めとする関係省庁，教育関係

者，法曹実務家等を構成員とする会議体において，

司法試験の実施時期を含む司法試験の在り方につい

て検討することとしているが， それとの関連で，予

備試験の実施時期についても必要な検討がされるも

のと認識している。

〔結論一関係機関等と十分連携して対応〕

いずれにしても，法務省としては，法改正が実現

した後の司法試験及び予備試験の実施時期， 司法修

習の開始時期を含む新たな法曹養成制度の運用につ

いて，文部科学省，最高裁判所など関係機関と十分

に協議して対応してまいりたい二」
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